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の間における「業務の適正な範囲」の解釈の違いにあ
るといえます。
　行為者は，自分の言動は「業務の適正な範囲」に含
まれると思って指示，命令，注意，指導をする。とこ
ろが相手は，無意識のうちに行為者の言動が「業務の
適正な範囲」に含まれないと感じてしまう，そうする
と相手は疑問，反発，違和感を持ってしまい，それを
「パワハラだ」という言葉の武器を使って表現する。
これがパワハラ問題の発生源なのです。したがって，
パワハラ問題は，基本的にすべてが解釈の相違に基づ
くグレーゾーン問題なのです。
　ただ，第５回で述べているとおり，問題とされてい
る行為者の言動に，①暴行などの「身体的な攻撃」，
②暴言などの「精神的な攻撃」，③無視などの「人間
関係からの切離し」，④実行不可能な仕事の強制など
の「過大な要求」，⑤能力とかけ離れた難易度の低い
仕事を命じるなどの「過小な要求」，⑥私的なことに
過度に立ち入る「個の侵害」といった「６類型」のど
れかが含まれていると判断される場合には，その言動
はパワハラと認定されます。このような言動が，いわ
ば「あからさまなパワハラ」といってよいと思いま
す。
　さて，「あからさまなパワハラ」の予防法には，組
織として取り組む組織的予防法と，現場の管理職が個

　前回は，パワハラのグレーゾーン問題をさばくため
の判断基準について深掘りしました。今回の基礎とな
る内容ですので，以下に整理しておきます。
●�パワハラ問題の判断基準は「業務の適正な範囲」の
み。
・「業務の適正な範囲」に含まれる／逸脱していない
言動は，相手がパワハラだと感じても，パワハラ
ではない。

・「業務の適正な範囲」に含まれない／逸脱している
言動は，行為者に悪気がなくても，パワハラにな
る。
●「業務の適正な範囲」とは
・「業務」とは，個々の仕事の総称。
・「適正な範囲」とは，仕事の目的達成のために必
要・有益な方法であること。
　今回は，上記の事柄を踏まえて，パワハラ問題の予
防法・対処法について述べます。

予防法：あからさまなパワハラ

　第５回で述べているとおり，パワハラの定義の主旨
は「パワハラとは，業務の適正な範囲を超えてプレッ
シャーを与えること」という点です。
　そして，パワハラ問題の発生源は，行為者と相手と

パワハラ問題について（3） 
パワハラ問題の予防法・対処法

第  　　回7
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のように話せば，相手がだれであってもパワハラと思
われない」といった画一的なコミュニケーションスキ
ルを求めますが，それはかなわぬこととあきらめなけ
ればなりません。
　前述のとおり，グレーゾーン問題の発生源は，行為
者と相手との間における「業務の適正な範囲」の解釈
の違いにあるのですが，さらに，なぜ解釈の違いが生
じるかといえば，それは「仕事」に関する価値観が異
なるからです。つまり，パワハラのグレーゾーン問題
の根本的発生源は，個人の価値観の相違なのです。価
値観は人によって異なり，だれがどのような価値観を
持っているかなどはわかりようもありません。した
がって，行為者のどのような言動に相手がどのように
反応するかといったことも，予測することはできませ
ん。
　ゆえに，NGワード集も境界線も，ましてや，相手
がだれであってもパワハラと思われないといった画一
的なコミュニケーションスキルなどは存在しません。
現場の管理職は，以下のようなヒントを参考にしなが
ら，自分自身の努力と工夫で，相手にパワハラと思わ
せない自分なりの接し方を作り上げていかなければな
らないのです。

【相手にパワハラと思わせない接し方のヒント】
□　社会常識の変化を認識する。
常識は常に変化している。（第１回『言葉の武器化
現象』参照）
□　価値観の相違を認識する。
価値観は人によって異なる。
相手は自分とは異なる価値観を持っている。
□　指導・注意・指示・命令の「目的」を把握する。
個々の仕事には必ず「目的」がある。
□　指導・注意・指示・命令をするときには可能な限
り，相手にその「目的」を説明する。

人は自分が取り組むべき事柄の「目的」を納得で
きれば，主体的に取り組む。
□�　指導・注意・指示・命令のやり方が「目的」達成

人として取り組む個人的予防法があります。第５回で
６類型について述べた際に，各類型の典型事例を紹介
しておきました。「あからさまなパワハラ」の個人的
予防法として現場の管理職ができること／やるべきこ
とは，各類型の典型事例を踏まえたうえで，自分のな
かから６類型に該当するような言動や６類型の発生原
因となるような発想をなくしていくことです。そのた
めのコツやノウハウのような便利なものはありませ
ん。個々の管理職が自分自身で切磋琢磨するしかない
のです。
　「あからさまなパワハラ」の予防法としては，実は
組織的予防法が効果的なのですが，これについては，
次回「ハラスメント問題に対する組織的対応」のなか
で述べることにします。

あからさまなパワハラの予防法とは
OINTP

●組織として取り組む組織的予防法と，現場の管
理職が個人として取り組む個人的予防法があ
る

予防法：パワハラのグレーゾーン
問題
　一般的に，６類型のいずれかを含むあからさまなパ
ワハラの発生頻度は非常に低く，職場で発生するパワ
ハラ問題のほとんどは，６類型を含まないグレーゾー
ン問題だといえると思います。
　パワハラのグレーゾーン問題の予防法は，専ら，現
場の管理職が個人として取り組む個人的予防法が中心
になります。では，管理職として取り組むべき個人的
予防法とはどのようなものかというと，それは「相手
にパワハラと思わせない自分なりの接し方を工夫す
る」という一点に尽きます。
　ただ，相手との接し方を考えるとき，多くの人々
は，「コレを言えば，パワハラになる」といったNG
ワード集や「ここまではOKだけれど，これを超え
るとパワハラになる」といった境界線，さらには「こ
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対処法：パワハラのグレーゾーン
問題
　前述のとおり，パワハラのグレーゾーン問題の根本
的発生源は，「業務の適正な範囲」という事柄につい
ての行為者と相手の価値観の相違にあります。相手の
価値観をコントロールすることは不可能ですから，行
為者がどんなに相手にパワハラと思わせない自分なり
の接し方を工夫したとしても，残念ながら，パワハラ
のグレーゾーン問題をゼロにすることは不可能です。
　では，現場の管理職がパワハラのグレーゾーン問題
に遭遇した場合は，どのように対処すべきでしょう
か。パワハラのグレーゾーン問題を放置した場合の弊
害については，第１回を読み返してください。グレー
ゾーン問題に遭遇した管理職には，それを無視・放置
せずに，“問題とされる行為者の言動をパワハラと認
定すべきかパワハラではないと認定すべきかの「結
論」とその「理由」を行為者と相手に説明して納得さ
せる”ことが求められるのです。
　問題とされている言動がパワハラになるか否かの判
断基準は「業務の適正な範囲」のみです。「強制＝パ
ワハラ」「相手がパワハラと思えばパワハラになる」
という考えは不正確な自己流解釈であって，グレー
ゾーン問題の判断基準にはなりえません。この点につ
いては，前回を読み返してください。「業務の適正な
範囲」という判断基準に基づいて，問題とされている
言動がパワハラになるか否かを判断するということ
は，“その言動が，業務＝仕事のやり方として，目的
達成のために必要・有益な方法であるといえるかどう
かを判断すること”です。
　そのためには，問題とされている言動が発生した状
況について綿密な事実調査を行って，「業務の適正な
範囲」を判断するための材料を探し出さなければなり
ません。どのようなものが判断材料になるのかはケー
スバイケースですが，代表的なものを例示すると，以
下のようなものが判断材料になることが多いようで
す。

のために必要・有益であることを把握する。
「業務の適正な範囲」の基準を知る。
□�　尊敬できる先輩上司のまねをする・尊敬できない
先輩上司の反対を行う。

�　尊敬できる部分，尊敬できない部分を自分の言
葉で表現する。
□�　「叱る」と「怒る」を自分のわかりやすい言葉に
翻訳し，「叱る」を自分のスタイルにする。

対処法：あからさまなパワハラ

　前述のように，「６類型」のいずれかを含むあから
さまなパワハラの発生頻度は非常に低いのは事実です
が，０％というわけではありません。自分の職場で発
生する可能性はないとは言い切れません。
　では，自分の職場であからさまなパワハラが発生し
た場合，現場の管理職はどのように対処すべきでしょ
うか。それは，「あからさまなパワハラの事実（行為
者，相手，出来事）をしかるべき担当部署に通報す
る」，これのみです。
　読者の皆さまには，自社の就業規則を読み返してい
ただきたいと思います。就業規則の後半には「懲戒規
定」があり，そのなかには「懲戒事由」を定めた条文
があり，その１つとしてあからさまなパワハラを示す
条文があるはずです。つまり，あからさまなパワハラ
は職場を運営するうえであってはならない言動である
がゆえに，懲戒対象案件とされているのです。
　懲戒対象案件は，現場の管理職の権限で処理される
べき事柄ではなく，会社として対処すべき案件です。
行為者はパワハラの加害者であり，組織規定に則った
処罰をしなければなりません。相手はパワハラの被害
者であり，会社としての公式な救済措置が取られなけ
ればなりません。そして，その一連の情報（事件の事
実概要，処分の理由と内容）は，それを社内で共有す
ることにより，あからさまなパワハラの予防法につな
がるという効果も期待できます。この点についても，
次回で述べることにします。
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の言動はパワハラではないと認定すべきであり，その
「結論と理由」を行為者および相手に説明して納得さ
せるようにします。
　逆に，一定の理由により，問題とされる言動が「業
務の適正な範囲」に含まれない／逸脱していると判断
されるならば，たとえ行為者に悪気がなくても，行為
者の言動はパワハラになると認定すべきであり，その
「結論と理由」を行為者および相手に説明して納得さ
せるようにします。
　以上の内容をフローチャートで表わすと，図表のよ
うになります。
　どれほど綿密な事実調査ができるか，そこからどれ
ほど有力な判断材料を見つけ出せるか，そして，どの
ような「理由」によりどのような「結論」を導き出す
か。そこが管理職の腕の見せどころといえるかもしれ
ません。しかし，管理職個人の能力には個人差や限界
があります。また，「業務の適正な範囲」は個々の管
理職の解釈で決まるものではなく，その職場で働く人
たちのコンセンサスに基づいていることが必要です。
　つまり，「業務の適正な範囲」という重要な判断基

〈判断材料の例〉
・行為者の性格
・相手方の性格
・行為者の意図，思惑等
・行為者と相手方とのふだんの人間関係
・行為者がその言動に至った経緯
・行為者の言動の背景事情
・行為者の言動と業務との関連性
・行為者の言動の態様
・会社（職場）の風土，雰囲気　等々
　上記は例示であり，実際には上記以外にもいろいろ
な事柄が判断材料になりうると思います。そして，集
めた判断材料を基に，その言動が，業務＝仕事のやり
方として，目的達成のために必要・有益な方法である
といえるかどうかを判断するわけですが，NGワード
集も境界線もないわけですから，それもまた，ケース
バイケースで判断しなければなりません。
　一定の理由により，問題とされる言動が「業務の適
正な範囲」に含まれる／逸脱していないと判断される
ならば，たとえ相手がパワハラだと感じても，行為者

図表　パワハラ問題の判断プロセス

〈判断材料の例〉
• 行為者の性格
• 相手方の性格
• 行為者の意図，思惑等
• 行為者と相手方とのふだんの人間関係
• 行為者がその言動に至った経緯
• 行為者の言動の背景事情
• 行為者の言動と業務との関連性
• 行為者の言動の態様
• 会社（職場）の風土，雰囲気等

 ある人の言動に対して相手方が「パワハラだ」と反応した。

その言動はパワハラになる。

含まれない

No

厚労省の「6要素」のどれかが含まれているか。

モヤハラ状況

• 事実調査
• 「業務の適正な範囲」
についての判断

その言動はパワハラになる。

Yes

含まれる

その言動はパワハラではない。

行為者と相手方に『結論＆理由』を説明する。

担当部署に通報する。

資料出所：筆者作成



66 労務事情　2018.5.15  №1362

【設問】
①�あなたは，Ｘ課長の言動をパワハラだと認定します
か。その「結論と理由」を考えてください。
②�その「結論と理由」を踏まえて，Ａさんになんと言
いますか。そのセリフを考えてください。

準を確立するためには，管理職の個人的な能力に任せ
るだけではなく，職場全体としての取組みが必要にな
るのです。この点についても，次回で述べることにし
ます。

対処法：事例検証

　次のケースを読み，前掲図表のフローチャートに当
てはめて考えてみてください。

●あなたは営業部の部長で，Ｘ課長と４人のス
タッフをまとめながら仕事をしている。

●Ｘ課長は，「面と向かった親身な営業」をモッ
トーとして実績を積んできたベテランであり，
ふだんから部下たちに対して自分のモットー
を「アナログ営業」と称して指導していた。

●ある日，顧客と電話で話していた入社５年目の
Ａさんがある資料の作成を依頼されたらしく，
「わかりました，資料ができたらメールに添付
してお送りします」と応えていた。

●Ａさんは，営業成績も抜群によく，自分の能力
に自負心も持っており，他人の意見を聞いて
動くというよりもむしろ，自分の考えで動く
傾向があった。

●Ｘ課長は，Ａさんの電話応対が聞こえてきたの
で，Ａさんは，確かに営業成績はいいけれど，
顧客との関係を軽くみるところがあるから，
ここはひとつ言っておくべきだろうと思い，
電話を終えたＡさんに，次のように言った。

　 「（穏やかに教え諭すように）Ａさん，俺いつも
『アナログ営業』って言っているよね。いまがま
さにそれなんだよ。お客さまに頼まれた資料が
できたからって，それをメールで送りつけるん
じゃなくて，その資料をお客さまのところへ
持って行って顔を見て丁寧に説明して，ついで

ケース

に世間話の１つや２つしてくるんだよ。お客さ
まにしても，そのほうが大事にしてもらってい
るって思うだろうし，会話に次の商売のネタが
埋まっていたりするんだ。それが営業の基本な
んだよ。営業マンは ITよりもマメなアナログ
のほうがいいんだよ。その資料はちゃんと持参
して，『アナログ営業』してきてみなさい。わ
からないところや自信のないところがあった
ら，教えてやるから」

●それに対してＡさんは，少しムッとした表情を
しながら次のように反応した。

　 「Ｘさんの時代にはそうだったんでしょうけ
ど，いまどきメールは普通ですよ。メールのほ
うが早いし正確だし，浮いた時間を他の仕事に
回せるし，僕はこのやり方でやってきています
から。Ｘさんはいつもアナログのほうが正しい
みたいなことを言っていますけど，自分の仕事
のやり方を強制するのはパワハラだって言われ
ますよ」

●そのように言われたＸ課長もムッときて，２人
の間で口喧嘩が始まりそうな雰囲気になった
ので，あなたが間に入って，とりあえずその
場を預かることになった。
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課長の言い方や表現にも問題はない。つまり，『業務
の適正な範囲』に含まれる。したがってＸ課長の発言
はパワハラではない」
　繰返しになりますが，これは前掲図表のフロー
チャートを使うためのケーススタディとしてつくった
話であり，正解は前述の内容だけでそれ以外は不正
解，という類いのものではありません。別の考え方に
基づく別の「結論と理由」があってもかまいません。
　要は，パワハラのグレーゾーン問題については，
「強制＝パワハラ」「相手がパワハラと思えばパワハラ
になる」という不正確な自己流解釈に振り回されず，
根本的な発生原因を見極め，論理的な思考によりバラ
ンスの取れた「結論と理由」を導き出すことが肝要だ
ということです。
　次回は，これまでのセクハラ・パワハラについての
内容を踏まえて，「ハラスメント問題に対する組織的
対応」について，具体的に解説します。

（イラスト：豊島愛（キットデザイン））

【毎月15日号掲載】

③�その「結論と理由」を踏まえて，Ｘ係長になんと言
いますか。そのセリフを考えてください。
　これは，前掲の図表のフローチャートを使って考え
ることを目的としたケーススタディとして，筆者が創
作した話です。創作者としては，以下のような解説ポ
イントを用意しています。
●グレーゾーンの発生原因
・お客さまとの接し方という「業務」について，Ｘ課
長とＡさんの価値観が異なっていること。

●判断材料
・Ｘ課長は「アナログ営業」で実績を積み，それが評
価されて課長になっている。つまり，この会社で
はＸ課長の「アナログ営業」という業務のやり方
が肯定されている。

・Ｘ課長の発言の態様も，穏やかに教え諭していて，
暴言も含まれておらず，精神論ではなく具体的な
指導が明確になっている。

●結論
・Ｘ課長の発言は「業務の適正な範囲」に含まれる。
・ゆえに，Ｘ課長の発言はパワハラではないと認定す
る。

●Ａさんへの説得の例
　「Ａさん，君はＸ課長が仕事のやり方を強制するの
はパワハラだと言うが，そもそも『強制するとパワハ
ラになる』という君の考え方は間違っている。パワハ
ラになるか否かはその言動が『業務の適正な範囲』に
含まれるか否かで考えるものだ。その点でいうと，会
社はＸ課長の『アナログ営業』を評価しているし，Ｘ

PROFILE 鈴木 瑞穂（すずき・みずほ）
アーサーアンダーセン，アンダーセンコンサル
ティング，リシュモンジャパン株式会社等の外
資系企業の総務・法務部で契約書作成・レビュー
を中心とする企業法務業務に従事。その後，Ｋ
ＰＭＧあずさビジネススクール株式会社で研修
講師を務め，現在は株式会社インプレッション・
ラーニングにおいてコンプライアンス，企業法
務を中心とする講師を務める。主な著書として，

『現場で役立つ！ハンコ・契約書・印紙のトリセツ』『現場で役立つ！セ
クハラ・パワハラと言わせない部下指導』（日本経済新聞出版社）等。


